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(２)

(３)

に、上記に該当することを証する書類を添え

て申請してください。

に、

貸与を受けた人が、次のいずれかに該当するときは、それぞれに定める期間、

返還債務の履行を猶予することができます。

① 大学を卒業した後２年以内に獣医師となり、かつ、獣医師となった後直ちに

県の公衆衛生関係機関の獣医師として勤務し、在職しているとき。

→ 在職している期間

② 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。

→ 当該事由が継続している期間

③ 契約が解除された後においても、引き続き大学に在学しているとき。

→ 当該在学している期間

➢ 返還債務の履行の猶予を受けようとする人は、

また、申請の結果、猶予が決定した場合は、 ら、

を提出してくださ

い。

さらに、猶予期間が満了した際には、 に再度、

を提出してください。

正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返

還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じて、年１４．５％の延滞

利息がかかります。
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項 目 提 出 書 類

貸与申請時

・獣医学生修学資金貸与申請書（様式第 １号）

・大学の学業成績証明書 ※申請する年度に入学した方は不要

・大学の在学証明書

・戸籍抄本

・履歴書

貸与決定時 ・福島県獣医学生修学資金貸与契約書

貸与２年目以降の継続時
・学業成績証明書

※毎年４月３０日までに提出

貸与期間終了時 ・獣医学生修学資金借用証書（様式第５号）

在職期間が貸与期間の二分

の三(１．５倍)に達するまで

返還債務を猶予するとき

・獣医学生修学資金返還債務履行猶予申請書

（様式第９号）

【申請後、決定通知を受けたら】

・獣医学生修学資金返還明細書（様式第６号）

※通知日から１０日以内に提出

返還債務猶予満了時
・獣医学生修学資金返還明細書（様式第６号）

※猶予期間の満了の日から２０日以内に提出

在職期間が貸与期間の二分

の三(１．５倍）に達したとき

・獣医学生修学資金返還債務免除申請書

（様式第８号）

保証人変更時 ・保証人変更承認申請書（様式第１０号）

随時届出

※まずは電話、メール等で

　  御連絡ください。

・氏名又は住所を変更したとき

・退学したとき

・修学に堪えない程度の心身の故障が生じたとき

・休学又は停学の処分を受けたとき

・復学したとき

・保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき

・保証人が死亡、破産手続き開始の決定その

他保証人として適当でない事由が生じたとき

８ 貸与申請及び申請後の手続きに係る提出書類・届出事項一覧

 
 

 






